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内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め
の
国
家
行
政
組
織
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
要
綱

第
一

趣
旨

特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
各
省
等
の
任
務
と
し
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
行
政

各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
各
省
等
の
所
掌
事
務
と

す
る
と
と
も
に
、
内
閣
官
房
か
ら
内
閣
府
に
、
内
閣
府
本
府
か
ら
各
省
等
に
そ
れ
ぞ
れ
所
掌
事
務
を
移
管
す
る
等
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
で
、
も
っ
て
国
の
行
政
機
関
が
、
全
体
と
し
て
そ
の
機
能
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
、
内
閣
の
重
要
政
策
に

関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正

一

各
省

省
は
、
各
省
大
臣
の
分
担
管
理
す
る
行
政
事
務
及
び
当
該
大
臣
が
掌
理
す
る
二
の
１
の
行
政
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
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二

各
省
大
臣

１

各
省
大
臣
は
、
行
政
事
務
を
分
担
管
理
す
る
ほ
か
、
そ
の
分
担
管
理
す
る
行
政
事
務
に
係
る
各
省
の
任
務
に
関
連
す
る

特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い

て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

各
省
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

１
の
事
務
の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
及

び
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

１
の
事
務
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
勧
告
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ

い
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ

ロ
に
よ
り
勧
告
し
た
事
項
に
関
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
項
に
つ
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い
て
内
閣
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
三

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正

一

内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
の
内
閣
府
へ
の
移
管
等

中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
、
都
市
再
生
本
部
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
、
地
域
再
生
本
部

、
道
州
制
特
別
区
域
推
進
本
部
、
総
合
特
別
区
域
推
進
本
部
、
宇
宙
開
発
戦
略
本
部
及
び
総
合
海
洋
政
策
本
部
に
関
す
る
事

務
に
つ
い
て
内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
た
め
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
部
の
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
特
別
の
機
関
と
し
て
、
内
閣
府
本
府
に
地
方
創
生
推

進
事
務
局
、
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
、
宇
宙
開
発
戦
略
推
進
事
務
局
及
び
総
合
海
洋
政
策
推
進
事
務
局
を
置
く
も
の
と

す
る
こ
と
。

二

内
閣
府
本
府
か
ら
各
省
等
へ
の
所
掌
事
務
の
移
管

次
に
掲
げ
る
所
掌
事
務
並
び
に
こ
れ
に
関
し
内
閣
府
本
府
に
置
か
れ
て
い
る
審
議
会
等
（
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会

、
統
計
委
員
会
及
び
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
）
及
び
特
別
の
機
関
（
食
育
推
進
会
議
及
び
自
殺
総
合
対
策
会
議
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）
に
つ
い
て
、
内
閣
府
本
府
か
ら
各
省
等
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す

る
事
務

ア

食
品
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
上
で
必
要
な
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に
関
す
る
事
項

イ

消
費
者
基
本
法
第
二
条
の
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
の
実
現
並
び
に
消
費

者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
の
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事

項

２

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方

針
の
策
定
並
び
に
官
民
競
争
入
札
及
び
民
間
競
争
入
札
の
実
施
の
監
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

食
育
推
進
基
本
計
画
（
食
育
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

４

犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
（
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進

に
関
す
る
こ
と
。
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５

自
殺
対
策
の
大
綱
（
自
殺
対
策
基
本
法
第
八
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

６

統
計
及
び
統
計
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

７

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
二
条
に
規
定
す
る
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
四

警
察
法
の
一
部
改
正

一

任
務
及
び
所
掌
事
務

１

国
家
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
（
２
に
お
い
て
「
新
警
察
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一

項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
当
該
任
務
を
遂

行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
１
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
新

警
察
法
第
五
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案

並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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イ

２
の
事
務
の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
及

び
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ

２
の
事
務
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
勧
告
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ

い
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ

ロ
に
よ
り
勧
告
し
た
事
項
に
関
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
項
に
つ

い
て
内
閣
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

警
察
庁
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
管
理
の
下
に
、
２
の
事
務
に
つ
い
て
国
家
公
安
委
員
会
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
５

警
察
庁
の
長
官
官
房
に
お
い
て
、
２
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

内
閣
府
本
府
か
ら
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
所
掌
事
務
の
移
管

１

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
三
の
二
の
４
の
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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２

警
察
庁
の
長
官
官
房
に
お
い
て
、
１
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

警
察
庁
に
地
方
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
管
区
警
察
局
に
、
１
に
係
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
五

金
融
庁
設
置
法
の
一
部
改
正

一

金
融
庁
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
庁
設
置
法
（
二
に
お
い
て
「
新
金
融
庁
設
置
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
当
該
任
務
を
遂

行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

金
融
庁
は
、
一
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
新
金
融
庁
設
置

法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決

定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総

合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
六

消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正

一

消
費
者
庁
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
三
に
お
い
て
「
新
消
費
者
庁
等
設
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置
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と

を
任
務
と
し
、
当
該
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

内
閣
府
本
府
か
ら
消
費
者
庁
に
第
三
の
二
の
１
の
事
務
を
移
管
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

二
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
庁
は
、
一
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

事
務
の
う
ち
、
新
消
費
者
庁
等
設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重

要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必

要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
七

各
省
設
置
法
の
一
部
改
正

一

任
務
及
び
所
掌
事
務

１

各
省
は
、
そ
の
分
担
管
理
す
る
行
政
事
務
に
係
る
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務

を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
当
該
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

各
省
は
、
１
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
分
担
管
理
す
る
行
政
事
務
に
係
る
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重

要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
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施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

二

内
閣
府
本
府
か
ら
総
務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
農
林
水
産
省
へ
の
所
掌
事
務
の
移
管

１

総
務
省
は
、
第
三
の
二
の
２
、
６
及
び
７
に
掲
げ
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
、
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
及
び
統
計
委
員
会
を
総
務
省
の
審
議
会
等
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
こ

と
。

２

厚
生
労
働
省
は
、
第
三
の
二
の
５
に
掲
げ
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
自
殺
総
合
対
策
会
議
を
厚
生

労
働
省
の
特
別
の
機
関
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

農
林
水
産
省
は
、
第
三
の
二
の
３
に
掲
げ
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
食
育
推
進
会
議
を
農
林
水
産

省
の
特
別
の
機
関
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
〜
第
十
六
条
関
係
）

第
八

交
通
安
全
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正

一

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
の
庶
務
は
、
内
閣
府
本
府
に
お
い
て
警
察
庁
及
び
国
土
交
通
省
の
協
力
を
得
て
総
括
し
、
及
び
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処
理
す
る
も
の
と
し
（
た
だ
し
、
海
上
交
通
及
び
航
空
交
通
の
安
全
に
関
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
内
閣
府
本
府

と
国
土
交
通
省
に
お
い
て
共
同
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
）
、
併
せ
て
、
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
の
組
織
等
に
係
る

規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

交
通
安
全
基
本
計
画

国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
省
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
部
分
の
交
通
安
全
基
本
計
画
の
案

を
作
成
し
、
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

第
九

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正

中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
、
都
市
再
生
本
部
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
、
地
域
再
生
本
部
、

道
州
制
特
別
区
域
推
進
本
部
、
総
合
海
洋
政
策
本
部
及
び
総
合
特
別
区
域
推
進
本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
処

理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
一
条
関
係
）

第
十

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
及
び
統
計
法
の
一
部
改
正

第
三
の
二
の
６
及
び
７
に
掲
げ
る
事
務
を
総
務
省
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会



- 11 -

及
び
統
計
委
員
会
を
総
務
省
の
審
議
会
等
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

第
十
一

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
一
部
改
正

第
三
の
二
の
４
に
掲
げ
る
事
務
を
国
家
公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
の

会
長
及
び
委
員
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
十
二

食
育
基
本
法
の
一
部
改
正

第
三
の
二
の
３
に
掲
げ
る
事
務
を
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
農
林
水
産
省
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て

、
食
育
推
進
会
議
を
置
く
も
の
と
し
、
そ
の
会
長
及
び
委
員
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

第
十
三

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

第
三
の
二
の
２
に
掲
げ
る
事
務
を
総
務
省
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方
針

総
務
大
臣
が
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
も
の
と
し
、
併
せ
て
、
そ
の
他

同
基
本
方
針
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会

総
務
省
に
、
審
議
会
等
と
し
て
、
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
を
置
く
も
の
と
し
、
併
せ
て
、
そ
の
所
掌
事
務
、
委
員

等
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
十
四

自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正

第
三
の
二
の
５
に
掲
げ
る
事
務
を
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
厚
生
労
働
省
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て

、
自
殺
総
合
対
策
会
議
を
置
く
も
の
と
し
、
そ
の
組
織
等
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

第
十
五

宇
宙
基
本
法
の
一
部
改
正

一

宇
宙
基
本
計
画

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
は
宇
宙
基
本
計
画
の
案
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
は
そ
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定

を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
の
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

宇
宙
開
発
戦
略
本
部

宇
宙
開
発
戦
略
本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）
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第
十
六

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

二
以
外
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
に
係
る
規
定

公
布
の
日

２

第
三
の
一
の
う
ち
総
合
海
洋
政
策
本
部
及
び
総
合
海
洋
政
策
推
進
事
務
局
に
係
る
改
正
規
定
並
び
に
第
九
の
う
ち
総
合

海
洋
政
策
本
部
に
係
る
改
正
規
定

平
成
三
十
年
四
月
一
日

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
等
に
関
す
る
経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
、
統
計
委
員
会
、
食
育
推

進
会
議
、
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
及
び
自
殺
総
合
対
策
会
議
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
も
同
一
性
を
も
っ
て
存

続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
の
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
〜
第
六
条
関
係
）

三

そ
の
他

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
附
則
第
七
条
か
ら
第
三
十
条
関
係
）


